
※ 2026年 3月 14日から往復乗車券、連続乗車券の販売が終了しました

それに伴い学割証の記入の仕方が少し変わりましたのでご注意ください

発行の際に配られる別紙の記入例をご覧いただき ご記入・ご使用ください

保護者様 

横浜市立日吉台中学校 

学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）の発行について 

平素より学校教育にご協力いただきありがとうございます。皆様にはますますご健勝のことと

お喜び申し上げます。 

さて、ＪＲ等の旅客鉄道会社は生徒が長距離の旅行をする場合に割引普通乗車券を販売します。

この割引普通乗車券の購入に際しては、学校において発行する学校学生生徒旅客運賃割引証（略

して学割証）が必要となります。学割証は、旅行開始前のみ有効ですので、次の手順で予め発行

を受けてください。 

１．学割証の発行条件 

・ＪＲ各社の利用区間が片道１００ｋｍを超えて利用する場合

※１００ｋｍとは横浜を起点としておよそ次のとおりです

東海道線：沼津  中央線：大月  東北線：小山

上信越線：高崎  常磐線：土浦  内房線：木更津

☆目安ですのでＨＰや時刻表、旅行会社等で確認してください

・船舶などで利用できる場合があります

２．申請方法 

① この文書の裏面の交付申請書を使用してください

（不足する場合には、事務室または担任から交付申請書をもらってください）

② 申請書に必要事項を記入

学年、組、生徒手帳番号、生徒氏名、年齢、旅行期間、行先（利用区間） 

目的、必要枚数を記入 

③ 保護者の確認印を押印（緊急な場合等は担任が確認します）

④ 担任（または事務室）へ提出

３．注意事項 

・交付申請書の記入に不備がある場合は発行できません。記入もれや印もれのないよう注意

してください。

・利用にあたっては学割証裏面をよく読み、乗車券を購入してください。

・学割証は表記されている本人のみ有効です。

・乗車中に生徒手帳の提示を求められることがありますので携帯してください。

・乗車券購入の際にも、生徒手帳の提示を求められる場合がありますのでご注意ください。

・学割証の有効期限は 3ケ月ありますので早めに申請してください。

・長期休業中も平日は発行します。（12月 29日～1月 3日を除く）



発行番号

旅行年月日　　　

行 先

目 的

必要枚数（原則として１枚です。２枚以上必要な場合には理由と枚数を記入して下さい。）

枚数 1 枚

理由

 【学割証について】

 １．ＪＲ等の利用区間が，片道100㎞以上の場合に利用できます。

 ２．１枚で往復の乗車券が購入できます。

 ３．学割証の利用の際は，学割証裏面の使用上の注意を確認下さい。

保 護 者 名 印

生徒手帳番号

生徒名・年齢 （ 歳）

申　請　者
学 年 ・ 組 　年 組

令和　  年　　月　　日　より　令和 年 月　　日　まで

  令和   年　 月   日

生徒旅客運賃割引証交付申請書（兼発行台帳）

　以下の日程でＪＲ線を利用しますので，生徒旅客運賃割引証（学割証）の交付を
お願いします。

扱 者 印 担 任 印

横浜市立日吉台中学校

発行月日

☆ なるべくゆとりをもって申請するようにしましょう。

☆ 乗車券の購入の際にも学生証の提示を求められる場合がありますので，ご注意下さい。

※ 2026年3月14日から往復乗車券、連続乗車券の販売が終了しました
それに伴い学割証の記入の仕方が少し変わりましたのでご注意ください
発行の際に配られる別紙の記入例をご覧いただき　ご記入・ご使用ください
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